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パ
ブ
リ
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ク
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
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正
箇
所
一
覧

○
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ジ
ノ
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委
員
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関
係
特
定
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観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
規
則
案
関
係

意
見
№

該

当

箇

所

修

正

前

修

正

後

４
０
２

第
五
十
一
条

整
理
し
た
暴
力
団
員
等

整
理
を
し
た
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二

第
二
項
第
三
号

号
イ
⑻
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
並
び

に
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第

七
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」と
い
う
。
）

２
１
８

第
六
十
二
条

種
類
ご
と
に
、
使
用
す
る
各
テ
ー
ブ
ル
に

種
類
ご
と
の
テ
ー
ブ
ル
の
使
用
状
況

第
二
項
第
五
号

デ
ィ
ー
ラ
ー
が
配
置
さ
れ
、
顧
客
が
カ
ジ

ノ
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ

る
時
間
の
合
計
時
間

２
１
８

第
六
十
二
条

種
類
ご
と
に
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等

種
類
ご
と
の
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の

第
二
項
第
六
号

に
電
源
が
投
入
さ
れ
て
い
る
時
間
の
合
計

使
用
状
況

時
間

１
９
５

別
表
第
一

イ

（略

）

イ

（略

）

第
二
の
１
十

ロ

（略

）

ロ

（略

）

〔追
加

〕

ハ
イ

及
び
ロ

の
規
定

に
か
か

わ
ら
ず

、

全
て
の
プ

レ
イ

ヤ
手
札

の
点

数
が

21
ー

点
を
超
え
た

場
合

は
デ
ィ

ラ
は

、
ー

ー

直
ち

に
勝
敗

の
決
定
を

行
う

も
の
と

、す
る

。

１
９
５

別
表
第
一

イ

（略

）

イ

（略

）

第
二
の
２
九

ロ

（略

）

ロ

（略

）

〔追
加

〕

ハ
イ

及
び
ロ

の
規
定
に

か
か

わ
ら
ず

、

全
て
の
プ
レ

イ
ヤ

手
札
の

点
数

が
2
1

ー

点
を

超
え
た

場
合
は

デ
ィ

ラ
は

、
ー

ー

直
ち
に

勝
敗

の
決
定
を

行
う
も

の
と

、す
る

。

１
９
６

別
表
第
一

５
枚

３
枚

第
三
の
９
三
ハ

配
布

し
た

後
配
布
し

１
枚

の
ト
ラ

ン
プ
を

引
い
て

既
、

⑵

に
使
用
し

た
も

の
と
し

１
枚

の
ト
ラ
ン

、

プ
を
表
面
を

上
面

と
し
て
テ

ブ
ル

の
中

ー

央
に

配
布
し

１
枚
の

ト
ラ
ン

プ
を
引

い
、

て
既
に
使

用
し

た
も
の
と

し
１
枚
の

ト
、

ラ
ン
プ
を
表

面
を

上
面
と
し

て
テ

ブ
ル

ー

の
中

央
に
配
布

し
た

後

１
９
６

別
表
第
一

２
枚

１
枚

第
三
の
９
四
ハ

配
布

し
た

後
配

布
し

１
枚
の

ト
ラ
ン
プ

を
引

い
て
既

、

⑵

に
使

用
し
た
も

の
と

し
１
枚

の
ト

ラ
ン

、
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プ
を

表
面
を
上

面
と

し
て
テ

ブ
ル

の
中

ー

央
に

配
布
し

た
後

１
９
６

別
表
第
一
第
三

四
ハ

の
⑵

中

「２
枚

」と
あ

る
の
は

「１
四
ハ
の
⑵

中

「配
布
し

１
枚
の

ト
ラ
ン

、

の
９
五

枚

」と
プ
を

引
い
て
既

に
使

用
し
た
も

の
と

し
、

１
枚
の

ト
ラ
ン

プ
を
表

面
を
上

面
と
し

て

テ
ブ
ル

の
中

央
に
配
布

し
た
後

」と
あ

ー

る
の
は

「配
布
し

た
後

」と

１
９
６

別
表
第
一
第
三

四
ハ

の
⑵

中

「１
枚
の

ト
ラ

ン
プ
を
引

い
四
ハ
の
⑵

中

「１
枚
の

ト
ラ
ン

プ
を
引

い

の
９
六

て
既

に
使

用
し

た
も
の
と

し
２
枚

の
ト

て
既
に

使
用
し

た
も
の

と
し

１
枚
の
ト

、
、

ラ
ン

プ
を

表
面

を
上
面
と
し

て
テ

ブ
ル

ラ
ン
プ
を
表

面
を

上
面
と
し

て
テ

ブ
ル

ー
ー

の
中

央
に

配
布

し
た

後
勝

敗

」と
あ

る
の
中

央
に
配
布

し
１
枚
の
ト

ラ
ン
プ

を
、

、

の
は

「勝
敗

」と
引
い
て

既
に
使

用
し
た
も

の
と

し
１
枚

、

の
ト
ラ
ン
プ

を
表

面
を
上
面

と
し

て
テ

ー

ブ
ル

の
中
央
に

配
布

し
た
後

勝
敗

」と
、

あ
る
の

は

「勝
敗

」と

１
９
７

別
表
第
一

よ
り

強
い

最
も
弱
い

ト
ラ
ン

プ
を
比
較

し
て

よ
り

強

第
三
の
９
十
一

い

ロ

５
３
６

別
表
第
三

ラ
ウ

ン
ド

の
終

了
か

ら
ラ
ウ
ン
ド

の
開

始
か

ら

第
一
の22

六

５
０
９

別
記
第
三
十
一

〔別
紙

参
照

〕

号
様
式

※
こ
れ
ら
の
修
正
の
ほ
か
、
法
制
的
観
点
か
ら
所
要
の
検
討
を
加
え
ま
し
た
。
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別紙（別記第三十一号様式関連）

修 正 前 修 正 後

別記第三十一号様式（第百十条第二項関係） 別記第三十一号様式（第百十条第二項関係）

年 月 日 年 月 日

カジノ管理委員会 殿 カジノ管理委員会 殿

名 称 名 称

代表者の氏名 代表者の氏名

現金取引の届出について 現金取引の届出について

特定複合観光施設区域整備法第109条第１項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。 特定複合観光施設区域整備法第109条第１項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

届出番号 （年）－ （番号） 届出番号 （年）－ （番号）

１ カジノ事業者に関する事項 １ カジノ事業者に関する事項

⑴ 名称 ⑴ 名称

⑵ 住所 ⑵ 住所

⑶ 担当者の氏名 ⑶ 担当者の氏名

⑷ 担当者の役職 ⑷ 担当者の役職

⑸ 担当者の部署の名称 ⑸ 担当者の部署の名称

⑹ 担当者の電話番号 ⑹ 担当者の電話番号

２ 当該顧客に関する事項 ２ 当該顧客に関する事項

⑴ 氏名 （フリガナ） ⑴ 氏名 （フリガナ）

⑵ 通称・異名等 （フリガナ） ⑵ 通称・異名等 （フリガナ）

⑶ 国籍等 ⑶ 国籍等

⑷ 在留資格

⑷ 住居 ⑸ 住居

⑸ 生年月日 ⑹ 生年月日

⑹ 性別 ⑺ 性別

⑺ 当該取引を行う目的 ⑻ 当該取引を行う目的

⑻ 職業 ⑼ 職業

⑼ 勤務先 ⑽ 勤務先

⑽ 本人確認書類等の種別 ⑾ 本人確認書類等の種別

⑾ 書類番号等 ⑿ 書類番号等

⑿ 連絡先の電話番号 ⒀ 連絡先の電話番号

３ 当該取引の内容に関する事項 ３ 当該取引の内容及び金額に関する事項

⑴ 当該取引が発生した営業年月日 ⑴ 当該取引が発生した営業年月日

⑵ 当該取引が発生した場所 ⑵ 当該取引の１営業日当たりの金額

⑶ 当該取引の種別 イ チップの交付又は付与をする取引 □現金の受入れをする取引
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ロ チップの受領をする取引 （取引の内訳）

ハ 特定資金受入業務に係る金銭の受入れ 取引の種別 取引を行った場所 金 額 通貨単位 円換算後の金額

ニ 特定資金受入業務に係る金銭の払戻し 円

ホ 特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領 円

ヘ 金銭の両替 円

ト カジノ行為関連景品類の提供 円

４ 当該取引の金額に関する事項 円

⑴ １営業日当たりの取引金額 合計金額 円

⑵ 通貨単位 □現金の払戻しをする取引

⑶ 両替後の通貨単位 （取引の内訳）

取引の種別 取引を行った場所 金 額 通貨単位 円換算後の金額

円

円

円

円

円

合計金額 円

４ 備考

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 全て西暦で記入すること。 １ 全て西暦で記載すること。

２ 「届出番号」欄の届出年は、届出年月日の届出年と一致させ、暦年で記入すること。また、 ２ 「届出番号」欄の届出年は、届出年月日の届出年と一致させ、暦年で記載すること。また、

届出番号は、毎年１月１日以降の最初のものを「１」とすること。 届出番号は、毎年１月１日以降の最初のものを「１」とすること。

３ 「氏名」、「住居」、「生年月日」、「職業」、「本人確認書類等の種別」及び「書類番号 ３ 「氏名」、「住居」、「生年月日」、「職業」、「本人確認書類等の種別」及び「書類番号

等」の各欄は、犯罪収益移転防止法第６条第１項に規定する確認記録に記録されているものを 等」の各欄は、犯罪収益移転防止法第６条第１項に規定する確認記録に記録されているものを

記載すること。 記載すること。

４ 漢字表記の氏名（外国人の氏名を含む。）は、姓と名との間に間隔を置くこと。 ４ 漢字表記の氏名（外国人の氏名を含む。）は、姓と名との間に間隔を置くこと。

５ 外国人の氏名は、原則としてアルファベット表記で記入すること。アルファベット表記のほ ５ 外国人の氏名は、原則としてアルファベット表記で記載すること。アルファベット表記のほ

かに漢字表記もある場合は、アルファベット表記を「氏名」欄に、漢字表記を「通称・異名等 かに漢字表記もある場合は、アルファベット表記を「氏名」欄に、漢字表記を「通称・異名等

」欄に記入すること。この場合において、アルファベット表記は該当する漢字のまとまりごと 」欄に記載すること。この場合において、アルファベット表記は該当する漢字のまとまりごと

に間隔を置いて記入すること。 に間隔を置いて記載すること。

６ 「国籍等」欄は、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記入すること。 ６ 「国籍等」欄は、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載すること。

７ 「在留資格」欄は、カジノ事業者が入手している当該顧客に係る在留資格の種別を記載する

こと。

７ 「勤務先」欄は、カジノ事業者が入手している当該顧客に係る勤務先を記入すること。 ８ 「勤務先」欄は、カジノ事業者が入手している当該顧客に係る勤務先を記載すること。

８ 「連絡先の電話番号」欄は、カジノ事業者が入手している当該顧客に係る連絡先の電話番号 ９ 「連絡先の電話番号」欄は、カジノ事業者が入手している当該顧客に係る連絡先の電話番号

を記入すること。この場合において、住居、携帯電話等複数の連絡先がある場合には、入手し を記載すること。この場合において、住居、携帯電話等複数の連絡先がある場合には、入手し

ている全ての連絡先の電話番号を記入すること。 ている全ての連絡先の電話番号を記載すること。

９ 「当該取引の種別」欄は、該当するものを一つ選択すること。 10 「当該取引の１営業日当たりの金額」欄は、現金の受入れをする取引又は現金の払戻しをす

10 「当該取引が発生した場所」、「１営業日当たりの取引金額」、「通貨単位」及び「両替後 る取引の金額が、令第16条第２項で定める額を超えるものについて記載すること。この場合に

の通貨単位」の各欄は、その内訳も記載すること。 おいて、該当する□にレ印をつけ、取引の内訳も記載すること。
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11 「現金の受入れをする取引」の「取引の種別」欄は、次のイからニまでの該当する種別を記

載すること。

イ チップの交付又は付与をする取引

ロ 特定資金受入業務に係る金銭の受入れ

ハ 特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領

ニ 金銭の両替

12 「現金の払戻しをする取引」の「取引の種別」欄は、次のホからチまでの該当する種別を記

載すること。

ホ チップの受領をする取引

ヘ 特定資金受入業務に係る金銭の払戻し

ト 金銭の両替

チ カジノ行為関連景品類の提供

13 「通貨単位」欄は、種別が金銭の両替に該当する場合は、両替後又は両替前の通貨単位を併

せて記載すること。


